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ま え が き 

 

 2008 年秋、米国の投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻に端を発する金融危機は瞬く間に

世界に伝播し、未曽有の経済危機へと発展した。今日、世界の労働者をとりまく環境は出口

が見えないまま厳しさを増している。 

 当機構は08年 4 月、「公共職業訓練制度・実態に関する国際比較研究会」を立ち上げ、欧米

先進諸国（仏、独、英、米）における公共職業訓練の制度と実態を調査した。各国における

公共職業訓練制度の体系、対象者ごとの制度、訓練の評価、今後の政策展開等を明らかにし

たものである。 

 21世紀に入り欧米先進諸国の政府が行う職業訓練政策は転換点を迎えている。つまりこれ

ら諸国では、グローバル化する市場競争に対応可能な労働市場の形成が必要であり、そのた

めには労働者の職業能力の向上が不可欠なことから、積極的に企業や労働者の職業訓練を支

援していくという視点で政策が進められている。失業者等の社会的弱者に限定した職業訓練

という従来型の枠から脱却し、生涯にわたり労働者のキャリアを育成していくというコンセ

プトに基づく各国の政策には、驚くほど多様なメニューが並んでいる。 

 わが国で今回の経済危機の打撃をもっとも受けたのは、派遣社員や契約社員といったいわ

ゆる非正規労働者の人たちだったと言われる。こうした非正規労働者は、大企業で働く正社

員と比して、一般的にキャリア教育が十分でないことから再就職は容易でなく、労働市場の

中の弱者として以前から問題が指摘されていた。 

 「教育は百年の計」であるという。国民に対する教育・訓練というテーマはその国の将来の

形に反映する。欧米先進諸国の公共職業訓練制度を調査して明らかになったことは、決して

「官から民へ」という単純な図式ではない。国が責任を放棄することなく、多様なプレイヤ

ーの有機的な連携のもと政策を推進していこうという姿である。従って政府が求められる施

策の対象範囲は、従来よりもむしろ広がりつつあるという感さえある。もちろん、欧米先進

諸国にとっても現在のグローバル化した市場が厳しい環境であることは変わりなく、これら

の国の施策がすべてうまくいっているわけでもない。重要なことは、共通の課題を抱えてい

るこれらの国から、いかに多くの経験を学びとれるかということだと思う。 

 そうした意味で本報告書が、今後の政策展開を論じる上での一助となれば幸いである。 
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